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お知らせ

2/14(金)に令和元年10月～2年1月分を支給しま
す。定例払いは、すでに申請(現況届を含む)を済ま
せ、支給認定された人に支払います。未申請・書類
不備等の人には支払いができませんので、心当た
りがある場合はお問い合わせください。
児童手当に関するお願い
次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
▷出生などで子どもが増えたとき
(出生日の翌日から15日以内)

▷転入したとき
(転入日の翌日から15日以内)

▷転出したとき
▷公務員になったとき、公務員でなくなったとき
▷子どもの監護・生計関係がなくなったとき
▷生計中心者が変更になったとき
▷その他、支給要件に該当しなくなったとき
□問 子育て支援課 ☎893-6406

児童手当の定例払い子育て

対象　次のいずれかに該当する人
①身体障がい者手帳1・2級を持っている
②療育手帳Aを持っている
③療育手帳B1と身体障がい者手帳3～6級を持っ
　ている
④精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている
⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金(ま
　たは特別児童扶養手当)1級に該当する
※所得制限があります。助成開始は申請月から。
申込・□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

要介護・要支援認定者で、身体障がい者手帳や療育
手帳・精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受
けていない人でも、同等の障がいがあると認定さ
れた場合は、所得税や住民税の障がい者控除の対
象となることがあります。
次のいずれかに該当し、この控除を受けようと思
う人は、まず認定が受けられるかどうかご相談く
ださい。
▷常に寝たきりの状態の人
▷精神上の障がいで日常生活に支障をきたすよう
な症状・行動があり、意思疎通が困難で介護が必
要な人

▷大阪府障がい者自立相談支援センターなどの知
的障がい者(軽度・中度・重度)判定に準ずる人

▷身体障がい者手帳(1～6級)の障がいに準ずる人
□問 高齢介護課 ☎893-6400

税の障がい者控除税

税・保険・年金

制度・業務

その他施設(市内)後期高齢者医療高額医療・
高額介護合算制度保険

この制度は、世帯内の後期高齢者医療制度の加入
者全員が、対象期間(平成30年8/1～令和元年
7/31)に支払った医療保険と介護保険の自己負担
額(高額療養費や高額介護サービス費を受給した
後の金額)を合計し、基準額を超えた場合に、その
超えた金額を支給するものです。
対象者には、3月上旬にお知らせと支給申請書を郵
送しますので、必要事項を記入・押印の上、同封の
封筒で返送してください。
なお、お知らせが届かなくても、交野市から直接市
外の介護保険施設等に住民票を異動した人や、対
象期間中に住所の変更があった人、医療保険が後
期高齢者医療保険に変更になった人などは、申請
により支給される場合があります。詳細は、お問い
合わせください。
□問 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
☎06-4790-2031

午前の部はものづくり・IT業界、午後の部は宿泊・
飲食サービス・小売業等の企業が出展します。予
約・履歴書不要。
日時　2/5(水)
　午前の部:10:00～12:00(最終入場11:30)
　午後の部:13:30～16:30(最終入場16:00)
場所　あべのハルカス25階　会議室
□問 シニア就業促進センター ☎06-6910-0848

シニア向け合同企業説明会仕事

その他施設(市外)

古都の冥界と浮世を巡る
(船岡山公園周辺)文化

日時　3/18(水)10:00～〈雨天中止〉
集合　京阪三条駅
対象　市内在住・在勤の人　定員　30人
費用　800円(交通費等個人にかかる費用は別途)
講師　奥野和夫さん
持ち物　筆記用具、弁当、飲み物
申込　はがきに①氏名(ふりがな)②郵便番号③住
　所④電話番号を記入し、2/14(金)〈必着〉までに
　社会教育課「生涯学習講座」係
　〒576-0052　私部2-29-1
※1枚のはがきで2人まで応募できます。応募多数
の場合は2/17(月)に青年の家で公開抽選します。

□問 社会教育課 ☎892-7721

お く の か ず お

日時　3/28(土)14:00～16:00
場所　第1児童センター
対象　市内在住の小学4～6年生
定員　20人(抽選)　費用　500円(保険代)
持ち物　使いたい画材、描きたいモチーフ
申込・□問 2/3(月)～18(火)に電話・Eメールで

 青少年育成課 ☎892-7721
ikusei@city.katano.osaka.jp

※参加者決定後に詳しい案内を送ります。

春休み！お絵かき教室文化
この制度は中小企業のための国の退職金制度で
す。掛金助成や税法上の優遇があり、社外積立のた
め管理も簡単です。ぜひご利用ください。
□問 (独)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済

事業本部 ☎03-6907-1234

中小企業退職金共済制度仕事

保険料をまとめて納めると、1か月毎に納めるより
割り引きになります。
※令和2年度の保険料は2月下旬に決定します。

前納方法　納付書、口座振替、クレジットカード
申込書の配布　年金事務所窓口、日本年金機構ホー
ムページ(https://www.nenkin.go.jp/)

申込　枚方年金事務所または口座のある金融機関
　　　(口座振替のみ)
□問 枚方年金事務所 ☎846-5011

国民年金の保険料前納割引年金

4月末

2月末

1年 2年

引落日・
立替納付日

1か月

毎月末

随時

6か月

4～9月:2月末
10～翌3月:8月末

4～9月:4月末
10～翌3月:10月末

前納期間

申込期限




